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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縦方向及び横方向を有し、肌対向面及び非肌対向面と、前後ウエスト域の一方である第
１ウエスト域と、それらの他方である第２ウエスト域と、前記第１及び第２ウエスト域間
に位置するクロッチ域と、少なくとも前記クロッチ域に位置する吸液性コアとを含む使い
捨て着用物品において、
　前記第１ウエスト域は、前記肌対向面側に位置する内層シートと、前記非肌対向面側に
位置する外層シートと、前記内外層シート間に介在された、前記横方向へ延びるウエスト
弾性体と、前記ウエスト弾性体と前記外層シートとの間に配置された中間シートと、前記
外層シートの外面に取り付けられたテープファスナとを有し、
　前記内層シートと前記中間シートとは、前記ウエスト弾性体に塗布された第１接着剤を
介して接合されており、
　前記第１ウエスト域の前記テープファスナの固定部の位置する積層領域において、前記
内層シートと前記中間シートとは、前記ウエスト弾性体と並行して前記横方向へ延びる第
２接着剤を介して接合されており、
　前記第２接着剤は、前記ウエスト弾性体の前記縦方向の内外側のうち少なくとも一方側
に位置し、
　前記積層領域において、複数条の前記ウエスト弾性体が配置されており、前記第２接着
剤は、隣り合う前記ウエスト弾性体間に位置する離間部分に塗布されており、前記ウエス
ト弾性体と接していないことを特徴とする使い捨て着用物品。
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【請求項２】
　前記中間シートは、プラスチックシートから形成された、外部から視認可能な装飾要素
を有する請求項１に記載の使い捨て着用物品。
【請求項３】
　前記積層領域における前記ウエスト弾性体のうちの最も前記クロッチ域側に位置する弾
性体の前記縦方向の内側又は外側のうち少なくとも一方側にのみ前記第２接着剤が塗布さ
れている請求項１又は２に記載の使い捨て着用物品。
【請求項４】
　前記テープファスナを構成する基材シートの伸度が、前記内外層シート及び前記中間シ
ートの伸度よりも高い請求項１～３のいずれかに記載の使い捨て着用物品。
【請求項５】
　前記積層領域における前記ウエスト弾性体間の前記縦方向における離間寸法が、前記第
１ウエスト域における前記積層領域以外の部分に配置された前記ウエスト弾性体間の前記
縦方向における離間寸法よりも大きい請求項１～４のいずれかに記載の使い捨て着用物品
。
【請求項６】
　前記第２接着剤は、前記ウエスト弾性体の前記縦方向の内側及び外側に位置する請求項
１，２，４，５のいずれかに記載の使い捨て着用物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、テープファスナを備えた使い捨ておむつ、トレーニングパンツ、おむつカバ
ー等の使い捨て着用物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、廃棄用等のテープファスナを備えた使い捨て着用物品は公知である。例えば、特
許文献１には、後ウエスト域において、肌対向面側に位置する内層シート、非肌対向面側
に位置する外層シートと、内外層シート間に介在されたウエスト弾性体とを備え、後ウエ
スト域の外面には、テープファスナが取り付けられた使い捨て着用物品が開示されている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－１７９３１３号公報（Ｐ２０１２－１７９３１３Ａ）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に開示された使い捨て着用物品においては、後ウエスト域においてテープフ
ァスナが固定されており、テープファスナの存在領域において、内層シートと外層シート
とを互いに接合するためのホットメルト接着剤とは別に、補強用のホットメルト接着剤が
塗布されている。このように、テープファスナの存在領域において、内外層シートを固定
するためのホットメルト接着剤をさらに追加することによって、テープファスナを使用す
るときに、外層シートと内層シートが剥離してテープファスナが浮き上がるのを防止する
ことできる。
【０００５】
　しかしながら、このように、内外層シートを固定するためのホットメルト接着剤ととも
に、補強目的でホットメルト接着剤を追加する場合には、該固定部においてホットメルト
接着剤の塗布量が比較的に多くなって、該固定部が硬化して着用者の肌に触れたときに違
和感を与えるおそれがある。また、内外層シート間に外部から視認可能な装飾要素が印刷
されたプラスチック製の中間シートを介在させ、該中間シートと平面視において重なる位
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置にテープファスナを取り付けた場合には、該固定部がより硬くなり、着用者の肌に刺激
を与えるおそれがある。
【０００６】
　そこで、本発明では、テープファスナの存在領域におけるウエスト域のシート強度を向
上するとともに、該領域における柔軟性を維持することのできる使い捨て着用物品の提供
を課題にしている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決するために、本発明が対象とするのは、縦方向及び横方向を有し、肌対
向面及び非肌対向面と、前後ウエスト域の一方である第１ウエスト域と、それらの他方で
ある第２ウエスト域と、前記第１及び第２ウエスト域間に位置するクロッチ域と、少なく
とも前記クロッチ域に位置する吸液性コアとを含む使い捨て着用物品である。
【０００８】
　本願に係る使い捨て着用物品において、前記第１ウエスト域は、前記肌対向面側に位置
する内層シートと、前記非肌対向面側に位置する外層シートと、前記内外層シート間に介
在された、前記横方向へ延びるウエスト弾性体と、前記ウエスト弾性体と前記外層シート
との間に配置された中間シートと、前記外層シートの外面に取り付けられたテープファス
ナとを有し、前記内層シートと前記中間シートとは、前記ウエスト弾性体に塗布された第
１接着剤を介して接合されており、前記第１ウエスト域の前記テープファスナの固定部の
位置する積層領域において、前記内層シートと前記中間シートとは、前記ウエスト弾性体
と並行して前記横方向へ延びる第２接着剤を介して接合されており、前記第２接着剤は、
前記ウエスト弾性体の前記縦方向の内外側のうち少なくとも一方側に位置し、前記積層領
域において、複数条の前記ウエスト弾性体が配置されており、前記第２接着剤は、隣り合
う前記ウエスト弾性体間に位置する離間部分に塗布されており、前記ウエスト弾性体と接
していないことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の１つ以上の実施の形態に係る使い捨て着用物品によれば、内外層シートがウエ
スト弾性体に塗布された第１接着剤を介して接合されているので、それらの対向面全体に
塗布した接着剤を介して接合する場合に比して、シート全体の柔軟性に優れる。また、テ
ープファスナの固定部の位置する積層領域において、内層シートと中間シートとが第１接
着剤のみならず、ウエスト弾性体の離間部分に塗布され第２接合接着剤を介して接合され
ているので、中間シートとウエスト弾性体とによる接合部分が剥離して中間シートの一部
が破断するのを抑制することができる。さらに、第２接着剤はウエスト弾性体に接しない
ように塗布されているので、第１接着剤と第２接着剤とが重なることによって、シートが
硬くなるのを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
　図面は、本発明の特定の実施の形態を示し、発明の不可欠な構成ばかりでなく、選択的
及び好ましい実施の形態を含む。
【図１】本発明に係る使い捨て着用物品の一例として示す使い捨ておむつの着用状態を背
面から視た斜視図。
【図２】おむつの一部破断展開平面図。
【図３】おむつの分解斜視図。
【図４】内面シートの一部を破断した状態における、内面から視たときの後ウエスト域の
一部破断拡大図。
【図５】図１のＶ－Ｖ線に沿う断面図。
【図６】おむつの変更例における、図５と同様の断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
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　下記の実施の形態は、図１に示すおむつに関し、発明の不可欠な構成ばかりではなく、
選択的及び好ましい構成を含む。
【００１２】
　図１～４を参照すると、本発明における使い捨て着用物品の一例である使い捨ておむつ
１０は、縦方向Ｙ及びそれに直交する横方向Ｘを有し、肌対向面及びそれに対向する非肌
対向面と、ウエスト回り方向へ延びる環状の弾性ウエストパネル１１と、弾性ウエストパ
ネル１１の肌対向面側に取り付けられた吸収シャーシ１２と、前ウエスト域（第１又は第
２ウエスト域）１３と、後ウエスト域（第１又は第２ウエスト域）１４と、前後ウエスト
域１３，１４間に位置するクロッチ域１５とを含む。後ウエスト域１４の中央部の外面に
は、ウエスト開口１９側へ展開可能な廃棄用のテープファスナ５０が取り付けられている
。
【００１３】
　弾性ウエストパネル１１は、弾性ベルト機能を有し、前ウエスト域１３を形成する前ウ
エストパネル１６と、後ウエスト域１４を形成する後ウエストパネル１７とを含む。前後
ウエストパネル１６，１７は、内端縁１６ａ，１７ａと、外端縁１６ｂ，１７ｂと、外端
縁１６ｂ，１７ｂから内方へ延びる外側縁（前後ウエスト域の両側縁）１６ｃ，１７ｃと
、外側縁１６ｃ，１７ｃから内方へ斜めに延びる内側縁１６ｄ，１７ｄとによって画定さ
れた略台形状を有する。互いに対向する前ウエストパネル１６の両外側縁１６ｃと後ウエ
ストパネル１７の両外側縁１７ｃどうしは、互いに重ね合わされ、縦方向Ｙへ断続的に並
ぶサイドシーム１８において公知の手段、例えば、熱エンボス加工、ソニックなどによる
各種の熱溶着手段によって連結され、ウエスト開口１９と一対のレッグ開口２１とが画定
される。
【００１４】
　前後ウエストパネル１６，１７は、それぞれ、肌対向面側に位置する内層シート２２，
２２と、非肌対向面側に位置する外層シート２３，２４とを含む。内外層シート２１－２
４は、質量約１５～３０ｇ／ｍ２のＳＭＳ（スパンボンド・メルトブローン・スパンボン
ド）繊維不織布、スパンボンド繊維不織布若しくはエアスルー繊維不織布、または、プラ
スチックシート、開孔プラスチックシート及びそれらのラミネートシートなどを用いるこ
とができる。また、外層シート２３，２４は、後記の装飾要素が外部から視認される程度
の全光線透過率を有する。
【００１５】
　具体的には、内外層シート２１－２４を質量約１０～３０ｇ／ｍ２のＳＭＳ繊維不織布
、スパンボンド繊維不織布又はエアスルー繊維不織布から形成した場合において、外層シ
ート２３，２４の全光線透過率が７５％以上、好ましくは、８３％以上である。各シート
の全光線透過率がかかる範囲内であれば、後記中間シート４０の装飾要素を外部から容易
に視認することができる。各シートの全光線透過率は、公知の測定方法によるものであっ
て、例えば、日本電色工業株式会社製の交照測光式色差計Ｚ－３００Ａを用いて測定する
ことができる。
【００１６】
　前後ウエストパネル１６，１７の内外層シート２１－２４間には、ストリング状又はス
トランド状の複数条の前後ウエスト弾性体２７，２８が横方向Ｘへ伸縮可能にそれぞれ配
設されており、前後ウエストパネル１６，１７は少なくとも横方向Ｘへ弾性化されている
。前ウエスト弾性体２７は、ウエスト開口１９に沿って横方向Ｘへ延びる前上方ウエスト
弾性体２７Ａと、前上方ウエスト弾性体２７Ａと内端縁１６ａとの間において横方向Ｘへ
延びる前下方ウエスト弾性体２７Ｂとを有する。後ウエスト弾性体２８は、ウエスト開口
１９に沿って横方向Ｘへ延びる後上方ウエスト弾性体２８Ａと、後上方ウエスト弾性体２
８Ａと内端縁１７ａとの間において横方向Ｘへ延びる後下方ウエスト弾性体２８Ｂとを有
する。
【００１７】
　前後下方ウエスト弾性体２７Ｂ，２８Ｂは、それぞれ、前後ウエスト域１３，１４の中
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央部においてその一部が切断又は除去されており、前後非伸縮域３６，３７が画定される
。このように、前後非伸縮域３６，３７が前後ウエスト域１３，１４の中央部に位置する
ことから、前後ウエストパネル１６，１７の内面に位置する吸収シャーシ１２の中央部（
吸液性コアの中央部）に前後下方ウエスト弾性体２７Ｂ，２８Ｂの収縮力が直接作用され
てギャザー等が形成されないので、その収縮力が作用することによる吸収性能の低下を抑
制することができる。
【００１８】
　前後非伸縮域３６，３７を形成する方法としては、例えば、内外層シート２１，２２，
２３，２４の少なくとも一方における前後下方ウエスト弾性体２７Ｂ，２８Ｂの存在する
部位の内面にホットメルト接着剤を適宜パターンで塗布し、これら各域にわたって一連の
前後下方ウエスト弾性体２７Ｂ，２８Ｂを伸長下で供給して前記接着剤の塗布域（前後非
伸縮域３６，３７に該当する部分は、除く）に固定し、その状態において各シートに接合
されていない前後非伸縮域３６，３７に位置する前後下方ウエスト弾性体２７Ｂ，２８Ｂ
を（１箇所のみ）切断すると、前後下方ウエスト弾性体２７Ｂ，２８Ｂは自動的に収縮（
スナップバック）する。したがって、前後非伸縮域３６，３７には、収縮力を有する前後
下方ウエスト弾性体２７Ｂ，２８Ｂが実質的に存在しない。
【００１９】
　前後ウエスト弾性体２７，２８としては、例えば、繊度が約４７０～１２４０ｄｔｅｘ
であって，約１．５～３．５倍に伸長された状態で配設されたストリング状又はストラン
ド状の弾性材料を用いることができる。前後ウエスト弾性体２７，２８の繊度、伸長倍率
、各弾性体間の離間寸法（ピッチ）等の条件は適宜変更することが可能であるが、着用者
の身体に安定的に着用されるために、前後上方ウエスト弾性体２７Ａ，２８Ａによる伸縮
域の伸長力が、前後下方ウエスト弾性体２７Ｂ，２８Ｂによる伸縮域のそれよりも大きく
なるように各弾性体の条件を設定することが好ましい。
【００２０】
　前ウエスト域１３の内外層シート２１，２３と後ウエスト域１４の内外層シート２２，
２４とは、それらの内面にホットメルト接着剤は塗布されておらず、サイドシーム１８に
よる接合部分及び中間シート４０が配置されている部分を除き、それぞれ、前後ウエスト
弾性体２７，２８の全周に塗布されたホットメルト接着剤から構成された第１接着剤３１
を介してのみ互いに接合される。第１接着剤３１は、前後ウエスト弾性体２７，２８の全
周又は少なくとも内外層シート２１－２４と対向する部分に塗布されていればよく、また
、前後ウエスト域１３，１４のうちの少なくとも後ウエスト域１４がかかる構成を有して
いればよい。
【００２１】
　後ウエストパネル１７の内外層シート２２，２４間であって、後ウエスト弾性体２８と
外層シート２４との間には、外層シート２４と対向する面に外部から視認可能な装飾要素
４１が印刷された中間シート４０が配置される。中間シート４０は、略矩形状であって、
内層シート２２と対向する第１面４０ａと、外層シート２４と対向する第２面４０ｂとを
有し、不透液性の繊維不織布、不透液性かつ透湿性のプラスチックフィルム又はそれらの
ラミネートシートから形成される。本実施形態においては、装飾要素４１の一例として、
動物を模したキャラクターの図柄が示されているが、外部から形態が把握できる限りにお
いて、各種公知の図形、装飾模様、絵柄、商品の商標、製造者の表記等であってもよい。
このように、中間シート４０が後ウエスト弾性体２８と外層シート２４との間に配置され
ていることから、後ウエストパネル１７の構成要素について、肌対向面側から順に並べる
と、内層シート２２、後ウエスト弾性体２８、中間シート４０、外層シート２４、テープ
ファスナ５０になる。
【００２２】
　中間シート４０の第１面４０ａは、内層シート２２と後ウエスト弾性体２８に塗布され
た第１接着剤３１を介してのみ接合される。中間シート４０の第２面４０ｂは、第２面４
０ｂのほぼ全面又は外層シート２４の内面に塗布されたホットメルト接着剤から構成され
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た接合域６１を介して接合される。
【００２３】
　テープファスナ５０は、繊維不織布、プラスチックシートまたはそれらのラミネートシ
ート等であって、所要のシート強度を有する基材シートから形成されており、断面Ｚ字型
に折り畳まれている。テープファスナ５０は、ホットメルト接着剤等の公知の接合手段か
らなるファスナ接合域５１を介して外層シート２４の外面に固定された固定部５２と、固
定部５２からテープの長さ方向へ延びる自由部５３と、自由部５３の先端に位置する摘持
部５３ａとを有する。自由部５３は、折り曲げられた状態が維持されるべく、エンボス加
工又は感圧接着剤からなる仮止め手段５４によって仮止めされており、また、熱エンボス
加工による仮止め手段５４によってテープファスナ５０全体の折畳状態が維持されている
。テープファスナ５０は、パンツ型のおむつの廃棄用又はサイズ調整用の締結手段として
使用するためのものであって、縦方向Ｙ又は横方向Ｘに対して斜めに配置されていてもよ
いし、複数配置されていてもよい。また、テープファスナ５０は、後ウエスト域１４では
なくて前ウエスト域１３に配置されていてもよいし、固定部５２を有する限りにおいては
、断面コ字状に折り畳まれた形態であってもよいし、３層以上の複数層からなる形態であ
ってもよい。
【００２４】
　図２及び３を参照すると、吸収シャーシ１２は、前後ウエストパネル１６，１７に取り
付けられた前後端部１２Ａ，１２Ｂと、少なくともクロッチ域１５において縦方向Ｙへ延
びる吸液性コア４３と、吸液性コア４３の肌対向面側に位置する親水性の繊維不織布から
形成されたトップシート４４と、吸液性コア４３の非肌対向面側に位置する疎水性又は難
透液性の繊維不織布から形成されたバックシート４５と、吸液性コア４３とバックシート
４５との間に配置された、少なくとも吸液性コア４３のバックシート４５と対向する面全
体を被覆する大きさを有する不透液性の防漏シート４６とを含む。トップシート４４とバ
ックシート４５には、ＳＭＳ繊維不織布やスパンボンド不織布等の各種公知の繊維不織布
を用いることができる。吸収シャーシ１２の前端部１２Ａは、ホットメルト接着剤を塗布
してなる前接合域を介して前ウエストパネル１６の内面に固定され、後端部１２Ｂはホッ
トメルト接着剤を塗布してなる後接合域４８（図５参照）を介して後ウエストパネル１７
の内面に固定される。
【００２５】
　吸液性コア４３は、所要量の超吸収性ポリマー粒子とフラッフパルプとを混合したもの
であって、おむつ１０を構成するシート部材に比して剛性の高い半剛性を有する。また、
吸液性コア４３は、縦方向Ｙにおける中央部が幅狭状を有するパネル形態をなすものであ
って、その全体がティッシュ等の液拡散性シートで被包されている。トップシート４４と
バックシート４５は、吸液性コア４３の周縁部から外側へ延出しており、該延出部どうし
が互いに重ね合わされてホットメルト接着剤（図示せず）を介して接合されることによっ
て、吸液性コア４３の両側縁から横方向Ｘの外側に延出するサイドフラップと、吸液性コ
ア４３の両端縁から縦方向Ｙの外側に延出するエンドフラップとが形成される。各サイド
フラップには、縦方向Ｙへ延びるレッグ弾性体４９が、伸長状態で収縮可能に取り付けら
れる。
【００２６】
　図４及び５を参照すると、テープファスナ５０の固定部５２の配置された領域、すなわ
ち、後ウエスト域１４における固定部５２と平面視において重なる積層領域６０には、横
方向Ｘへ延びる複数条の第２接着剤３２が配置されている。第２接着剤は、後上方ウエス
ト弾性体２８Ａ間に位置する離間部分においてスパイラル状に塗布されたホットメルト接
着剤であって、固定部５２と平面視において重なる部分にのみ位置する。第２接着剤３２
には、スパイラル状のほかに、ドット状、ライン状等の各種公知の塗布パターンを採用す
ることができる。
【００２７】
　既述のとおり、本実施形態において、後ウエスト域１４の内外層シート２２，２４は、
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それらの間に介在された後ウエスト弾性体２８に塗布されたホットメルト接着剤からなる
第１接着剤３１を介してのみ接合されており、両シート２２，２４がそれらの内面全体に
塗布されたホットメルト接着剤を介して接合されている場合に比して、後ウエスト域１４
は柔軟性に優れる。また、内層シート２２とそれと対向する中間シート４０とは、内外層
シート２２，２４と同様に、それと平面視において重なる後ウエスト弾性体２８に塗布さ
れたホットメルト接着剤を介して接合される。
【００２８】
　ここで、例えば、後ウエスト弾性体２８に塗布した第１接着剤３１のみを介して第１接
着剤３１と中間シート４０とを接合した場合には、テープファスナ５０を展開するために
自由部５３を引っ張ることによって固定部５２とともに積層領域６０全体が持ち上げられ
たときに、構成部材のうちで最もシート強度の低い中間シート４０が第１接着剤３１を介
して接合された接合部分６３において剥離するおそれがある。すなわち、積層領域６０が
持ち上げられたときに、ファスナ接合域５１と接合域６１とは、該領域全体において対向
するシートどうしが接合されており、また、そのシートの少なくとも一方が所要のシート
強度を有するところ、内層シート２２と中間シート４０との固定領域においては、比較的
に伸度（引張強度）の低い中間シート４０と、後上方ウエスト弾性体２８Ａとが第１接着
剤３１を介して接合された接合部分６３に力が集中して、それらが剥離し、中間シート４
０の一部が破れてしまうおそれがある。また、おむつ１０の着用時において、後ウエスト
域１４を身体に沿って縦方向Ｙへ伸長させたときに、積層領域６０においてテープファス
ナ５０が伸長されない又は伸長され難い一方、中間シート４０が伸長されて、それらの間
にずれが生じるので、中間シート４０と後上方ウエスト弾性体２８Ａとの接合部分６３に
おいて剥離が生じるおそれがある。このように、接合部分６３が剥離したときには、中間
シート４０の一部が浮き上がって、装飾要素４１の視認性が低下するおそれがある。
【００２９】
　本実施形態においては、積層領域６０において、内層シート２２と中間シート４０とが
第１接着剤３１のみならず、後上方ウエスト弾性体２８Ａ間に位置する第２接着剤３２を
介してさらに接合されているので、第１接着剤３１のみで接合されている場合に比して接
合強度が向上する。したがって、テープファスナ５０を持ち上げたときに、中間シート４
０と後上方ウエスト弾性体２８Ａとの接合部分６３に力が集中することはなく、各接合域
５１，６１にも力が分散されるので、中間シート４０の一部が破れるのを防止することが
できる。また、中間シート４０の存在領域全体ではなく、テープファスナ５０の配置され
た積層領域６０においてのみ局所的に第２接着剤３２を塗布することで、後ウエスト域１
４全体の柔軟性は維持される。
【００３０】
　第２接着剤３２は、後上方ウエスト弾性体２８Ａどうしの離間部分に塗布されており、
後上方ウエスト弾性体２８Ａと接していない。このように、第２接着剤３２が後上方ウエ
スト弾性体２８Ａと非接触であるので、第１接着剤３１と第２接着剤３２が重なることは
なく、比較的に多量の接着剤によってシートが硬化して柔軟性が損なわれることはない。
また、本実施形態においては、積層領域６０に位置する各後上方ウエスト弾性体２８Ａの
縦方向Ｙの内側及び外側の両側に、第２接着剤３２がそれらに触れないように塗布されて
いるので、テープファスナ５０を展開するときに、摘持部５３ａを摘持して上方へ（ウエ
スト開口１９側へ）引っ張ったときでも、それを下方へ引っ張ったときでも、中間シート
４０の破れを効果的に防止しうる。
　なお、任意の後上方ウエスト弾性体２８Ａに関して、上方への引張力に抗するためには
該弾性体２８Ａの縦方向の外側に位置する離間部分、下方への引張力に抗するためには該
弾性体２８Ａの縦方向Ｙの内側に位置する離間部分に第２接着剤３２が塗布されていれば
よく、少なくとも該弾性体２８Ａの縦方向Ｙの内外側のうちのいずれか一方に第２接着剤
３２が塗布されていればよい。
【００３１】
　また、積層領域６０における後上方ウエスト弾性体２８Ａの離間寸法（ピッチ）が、積
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層領域６０と平面視において重ならない後上方ウエスト弾性体２８Ａ及び後下方ウエスト
弾性体２８Ｂの離間寸法よりも大きいことが好ましい。かかる場合には、積層領域６０に
おいて第１接着剤３１による接合面積が比較的に小さくなり、シートの柔軟性が維持され
るとともに、離間寸法が比較的に大きくなるので、第２接着剤３２の塗布可能面積が大き
くなり、シートの柔軟性と接合強度とを考慮した適量の第２接着剤３２を塗布するように
調整することができる。
【００３２】
　かかる効果を奏するために、第２接着剤３２の質量は、約２．０～１２．０ｇ／ｍ２で
あって、好ましくは、約８．０ｇ／ｍ２である。質量が約２．０ｇ／ｍ２未満の場合には
、第２接着剤３２による接合強度が低く、テープファスナ５０を持ち上げたときに中間シ
ート４０の一部が破れるおそれがある。一方、質量が約１２．０ｇ／ｍ２を超える場合に
は、第２接着剤３２の接合強度が向上する一方、積層領域６０の柔軟性が低下し、着用者
の肌に触れたときに違和感を与えるおそれがある。
【００３３】
　既述のとおり、テープファスナ５０の基材シートの伸度（引張強度）は、中間シート４
０のそれよりも高く、具体的には、前者が１８～２２．０Ｎ／４０ｍｍ、後者が０．８～
１．３Ｎ／４０ｍｍであって、前者は後者の約２０倍の伸度を有する。また、内層シート
２２－２４も中間シート４０と同様に、テープファスナ５０の基材シートよりも低い伸度
を有するシート材料から形成される。このように、後ウエスト域１４を構成する各シート
２１－２４，４０の伸度は基材シートのそれよりも低くて柔軟であるため、身体に対する
肌当たりが良好である。
【００３４】
＜シート伸度（引張強度）の測定方法＞
　テープファスナ５０の基材シート及び中間シート４０の伸度は、引張試験機（島津製作
所製のオートグラフを使用して測定する。具体的には、基材シートと中間シートとを１４
ｍｍ×４０ｍｍの大きさに切り出した試験片を切り取り、チャッ引張速度１００ｍｍ／ｍ
ｉｎの設定条件で測定し、破断時の伸度の値を求める。測定は３回行い、その平均値を各
シートの伸度とする。
【００３５】
＜変更例＞
　図６を参照すると、本変更例においては、積層領域６０における後上方ウエスト弾性体
２８Ａのうちの最もクロッチ域１５側に位置する弾性体７０の縦方向Ｙにおける内側及び
外側にのみ第２接着剤３２が塗布されている。テープファスナ５０の摘持部５３ａを摘持
して上方へ（ウエスト開口１９側へ）引っ張ったときに、積層領域６０のうちの最もクロ
ッチ域１５側の部分にそれを持ち上げようとする力が働き、中間シート４０と第１接着剤
３１との接合部分６３が剥離しやすい。したがって、積層領域６０における後上方ウエス
ト弾性体２８Ａのうちの少なくとも弾性体７０の縦方向Ｙの外側及び内側に第２接着剤３
２を塗布することによって、該部分における中間シート４０の破れを防止することができ
るとともに、第２接着剤３２が積層領域６０全体に塗布されている場合に比して、該領域
における柔軟性に優れる。
　また、シートの柔軟性と接合部分６３の剥離防止と互いに二律背反の関係にある技術的
効果を考慮して、弾性体７０の縦方向Ｙの内外側の少なくともいずれか一方側にのみ第２
接着剤３２が塗布されていればよい。
【００３６】
　おむつ１０を構成する部材には、特に明記されていない限りにおいて、本明細書に記載
されている材料のほかに、この種の分野において通常用いられている公知の材料を制限な
く用いることができる。また、本明細書において使用されている「第１」および「第２」
等の用語は、同様の要素、位置等を単に区別するために用いてある。
【００３７】
　以上に記載した本発明に関する開示は、少なくとも下記事項に整理することができる。
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　縦方向及び横方向を有し、肌対向面及び非肌対向面と、前後ウエスト域の一方である第
１ウエスト域と、それらの他方である第２ウエスト域と、前記第１及び第２ウエスト域間
に位置するクロッチ域と、少なくとも前記クロッチ域に位置する吸液性コアとを含む使い
捨て着用物品において、前記第１ウエスト域は、前記肌対向面側に位置する内層シートと
、前記非肌対向面側に位置する外層シートと、前記内外層シート間に介在された、前記横
方向へ延びるウエスト弾性体と、前記ウエスト弾性体と前記外層シートとの間に配置され
た中間シートと、前記外層シートの外面に取り付けられたテープファスナとを有し、前記
内層シートと前記中間シートとは、前記ウエスト弾性体に塗布された第１接着剤を介して
接合されており、前記第１ウエスト域の前記テープファスナの固定部の位置する積層領域
において、前記内層シートと前記中間シートとは、前記ウエスト弾性体と並行して前記横
方向へ延びる第２接着剤を介して接合されており、前記第２接着剤は、前記ウエスト弾性
体の前記縦方向の内外側のうち少なくとも一方側に位置し、前記積層領域において、複数
条の前記ウエスト弾性体が配置されており、前記第２接着剤は、隣り合う前記ウエスト弾
性体間に位置する離間部分に塗布されており、前記ウエスト弾性体と接していないことを
特徴とする。
【００３８】
　上記段落００３７に開示した本発明は、少なくとも下記の実施の形態を含むことができ
る。該実施の形態は、分離して又は互いに組み合わせて採択することができる。
（１）前記中間シートは、プラスチックシートから形成された、外部から視認可能な装飾
要素を有する。
（２）前記積層領域における前記ウエスト弾性体のうちの最も前記クロッチ域側に位置す
る弾性体の前記縦方向の内側又は外側のうち少なくとも一方側にのみ前記第２接着剤が塗
布されている。
（３）前記テープファスナを構成する基材シートの伸度が、前記内外層シート及び前記中
間シートの伸度よりも高い。
（４）前記積層領域における前記ウエスト弾性体間の前記縦方向における離間寸法が、前
記第１ウエスト域における前記積層領域以外の部分に配置された前記ウエスト弾性体間の
前記縦方向における離間寸法よりも大きい。
（５）前記第２接着剤は、前記ウエスト弾性体の前記縦方向の内側及び外側に位置する。
 
【符号の説明】
【００３９】
１０　使い捨ておむつ（使い捨て着用物品）
１３　前ウエスト域（第１又は第２ウエスト域）
１４　後ウエスト域（第２又は第１ウエスト域）
１５　クロッチ域
２１，２２　内層シート
２３，２４　外層シート
２７　前ウエスト弾性体
２８　後ウエスト弾性体
３１　第１接着剤
３２　第２接着剤
５０　テープファスナ
６０　積層領域
７０　弾性体
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